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第1章 計画策定に当たって 

1.1 計画策定の基本方針 

滋賀県は古来、東海道や中山道、北国街道などが通る交通の要衝として発展し、全国・世界

とのつながりの中で「暮らし」を育んできた地域です。現在も新幹線や高速道路などの主要な

広域交通基盤が集中する交通の結節点として、東京、名古屋、大阪といった国内主要都市への

良好な広域アクセス環境を有しています。 
マザー工場や開発拠点が数多く立地する日本一のモノづくり県としての滋賀県も、多くの

農産物を京阪神地域に供給する米どころとしての滋賀県も、交通利便性の高さによってその

発展を支えられています。 
地域交通は、福祉、教育、観光、産業立地、移住・定住、さらにはＣＯ２ネットゼロ社会の

実現など社会を支える土台であるとともに、誰もが自由に、かつ安全に移動し、社会活動への

参画や人との交流のために必要な、欠かすことのできない重要な社会インフラであると言え

ます。 

しかし、ライフスタイルの変化、人口減少、担い手不足、ＪＲ線の減便、北陸新幹線やリニ

ア中央新幹線等の広域交通の整備、自動運転や MaaS 等の新技術の発展等、滋賀県の地域交通

を取り巻く状況は大きく変化しています。 

そのため、滋賀県では、県民の日々の生活に密着した「地域交通」に特に焦点を当て、さま

ざまな社会情勢の変化に対応した持続可能な交通ネットワークの維持・活性化を目指すこと

を目的に、「滋賀地域交通ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を策定しました。なお、

ビジョンにおいて、地域交通を「乗合バス、タクシー、鉄道等の公共交通に加え、カーシェア

リングや自転車等、日々の生活に密着した日常的な移動を支える移動手段」と定義しました。 

「滋賀地域交通計画」（以下「本計画」という。）は、このビジョンのアクションプランと

して、ビジョンで描いた目指す地域交通の姿の実現を進めることを目的とし、県民、交通事業

者、市町と丁寧に議論を重ねながら策定しました。 

ビジョンで描く姿からのバックキャスティングで、鉄道、バス、タクシーをはじめ多様な移

動手段を活用し、より利便性が高く、かつ効率的で、地域に最適化した地域交通ネットワーク

を具体化するための施策と、その施策の実施に必要な財源のあり方等をまとめています。 

 

1.2 計画概要 

1.2.1 計画区域 

計画対象区域は滋賀県全域とします。 

1.2.2 計画期間 

2040 年代を見据えた、計画策定から５年間とします。 

（令和８年度（2026 年度）～令和 12 年度（2030 年度）） 

1.2.3 計画の目標 
滋賀県に関わるすべての人の「より良い暮らし」を実現するために、将来の社会情勢の変

化に対応し、かつ持続的に発展可能な滋賀県の実現に資する地域交通ネットワークを構築

します。  
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1.2.4 計画策定までの流れ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「滋賀地域交通ビジョン」 策定 
 

 

 

第 1 回滋賀地域交通ワークショップ 開催 

第 2 回滋賀地域交通ワークショップ 開催 
県民・交通事業者・市町等、異なる立場を交えた対話から、 

各地域の将来の姿や必要な施策を導き出す取組 

 

 

地域交通フォーラム(2024 年度) 開催 
幅広くアイデア・意見を県民から募るとともに、 

ここまでの議論を共有し、地域間（圏域間）の連携を進める取組 

 

 

「滋賀地域交通計画（骨子案）」公表 
 

 

第 3 回滋賀地域交通ワークショップ 開催 
異なる状況にある地域に住む県民間での対話から、全県的な 

視点で望ましい将来の姿や必要な施策を導き出す取組 

 

 

地域交通フォーラム(2025 年度) 開催 
ここまでの議論を共有し、地域間（圏域間）の連携を進めると

ともに、「より良い暮らし」を実現するために必要な施策と、その

ために必要な財源に関して、みんなで議論し、考える取組 

 

 

「滋賀地域交通計画」策定 

令和 6 年 3 月 
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令和 7 年 2 月 
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令和 8 年 3 月 
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1.3 本計画の位置づけ 

1.3.1 滋賀県として滋賀地域交通計画を策定する意義 

本計画はビジョンを踏まえ、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法

律第五十九号）」（以下「法」という。）に基づく地域交通の活性化および再生のための計画

として策定するものです。 
滋賀県の地域交通を取り巻く状況は日々変化しており、県内市町や交通事業者は、時勢に対

応した持続可能な地域交通の実現に向け各々取り組んでいます。しかしながら、行政と民間の

連携や、観光・福祉等の他分野との連携、広域にまたがる施策、また、新たな取組については、

個々の団体の力では及ばない場面や地域差が存在します。さらに、令和３年度（2021 年度）

より、地域公共交通計画の策定が乗合バスの運行費等に対する補助制度の要件とされた（令和

６年事業年度まで経過措置あり）ことから、特に複数市町をまたぐ幹線路線への補助を受ける

ために、県域での計画策定に対する市町の期待は大きい状況にあります。 
そこで、全県を対象とした本計画を策定することにより、県・市町・事業者、また他分野と

の連携を推進することで、持続可能な地域交通の実現に向けた取組を促進し、地域特性に応じ

た多様な交通サービスの組合せや移動環境の向上・利用促進を目指します。 
 

1.3.2 県・市町・交通事業者の役割分担 

本計画の主な実施主体は滋賀県・県内各市町・交通事業者の三者となります。相互に連携し

ながら取組を進めていくこととします。各主体の主な役割は、以下のとおりです。 

1) 滋賀県 

法において、都道府県は「各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他

の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持

続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなくてはな

らない」と定められており、また、国土交通省の「「地域公共交通計画」の実質化に向けた

検討会 中間とりまとめ（令和６年４月）」において、都道府県に対し「地域間交通を支え

る観点（幹線、ローカル鉄道）に加え、喫緊の課題対応（交通体系のリ・デザイン、新技術

の活用、運転手の確保など）を先導する観点、共通化による事務効率化の観点などから、市

町村の牽引役／伴走者として、これまで以上に大きな役割が期待される」とされています。 

これらを踏まえ、本県は、広域行政体として、交通軸をはじめとする県域全体のグランド

デザインを描く役割を担い、その実現に向けた取組推進の中心となって、関係者間のパイプ

役として各実施主体の連携・連絡を支援するほか、他分野との連携や、広域にまたがる施策、

新たな取組を促進・主導するとともに、国に対する意見の提案等も行います。 

 

2) 県内各市町 

最も住民に身近な自治体として施策や事業を実施し、適切な移動手段の組み合わせによる

各地域内を移動する交通網の構築に向け、主体的な検討・対応を実施します。 

 

3) 交通事業者 

自治体と連携して施策を展開し、安全で便利な交通サービスを提供するほか、担い手の確保

や利用促進に向け、主体的な検討・対応を実施します。 
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1.3.3 法律、上位計画、その他諸計画、各市町・圏域の地域公共交通計画との関係 

本県では、県政運営の基本方針を示した「滋賀県基本構想」を平成 31 年 3 月に策定してお

り、その基本理念である“変わる滋賀 続く幸せ”を実現するために、各分野において、部門

別計画・ビジョンを策定しています。本計画は、令和 6 年 3 月に策定した「滋賀地域交通ビジ

ョン」に基づく 5 年間の行動計画であり、基本構想の理念実現に向けた部門別計画・ビジョ

ン、これら部門別計画・ビジョンの実現に向けた行動計画とも連携しながら、取組を進めるこ

ととしています。 
また、現在、県内各市町において、持続可能な地域交通の実現に向け、市町ごと、あるいは

圏域ごとに交通施策の基本方針や具体の取組を定めた地域公共交通計画が策定されています。 
このため、上記の法の求めや都道府県に期待される役割を踏まえると、広域的な見地から各

市町・圏域の地域公共交通計画と連携を図ることや、市町の取組に伴走・支援を行うため、県

域の地域公共交通計画の策定の必要性は高く、速やかに各市町・圏域の地域公共交通計画と整

合を図りながら、本計画を策定することとしました。 
 

 
図 1.1 滋賀地域交通計画と法律、滋賀県の上位計画、諸計画 

および各市町、圏域の地域公共交通計画との関係 

 
 

○「都市計画基本方針」、「滋賀地域交通ビジョン」および「道路整備マスター
プラン」は、滋賀県基本構想に基づく部門別計画・ビジョンとして位置付け。
○都市計画基本方針で示す「拠点連携型都市構造」の実現に向け、「滋賀地域交
通ビジョン」および「道路整備マスタープラン」において、地域交通政策、道路
整備のそれぞれの観点から目指すべき姿を示す。
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事業リスト   No.43 地域交通データプラットフォームの構築に向けた研究 

事業分類 既存・新規｜維持・充実 概算拠出額 - 

事業内容 

利用者や関係者が地域交通の課題を共有し、解決に向けた施策構築に向けた議論、検討を
行うためには、課題の可視化が必要であり、そのためにはモビリティ・データの活用が必要
不可欠です。また、データ活用の仕組み（システム・体制）を構築することにより、作業効
率化や生産性を高めることも重要です。 

そのため、市町、交通事業者と連携し、DX 推進戦略に基づきながら、多様なデータを共
有する枠組の構築に向けた研究を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 

滋賀県 国 市町 交通事業者 地域住民 その他 
◎ 〇 ◎ ◎   

実施スケジュール  

令和８年度 
(2026 年度) 

令和９年度 
(2027 年度) 

令和 10 年度 
(2028 年度) 

令和 11 年度 
(2029 年度) 

令和 12 年度 
(2030 年度) 長期  

       

出典：国土交通省「「地域公共交通計画」の実質化に向けた検討会 中間とりまとめ（令和６年４月）」 
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表 5.4 事業一覧 

 
 

 

（千円）

No 事業 既存 新規 維持 充実

1 SNS等(LINE,X,Facebook、instagram,TikTok等)の活用 ○ ○ ○ ○ 700 ～ 1,100

2 乗り方ガイドブック等、紙媒体の活用 ○ - ○ ○ 7,000 ～ 13,000

3 地域交通利用促進に係るイベント等の実施 ○ ○ ○ ○ 34,000 ～ 50,000

4 沿線企業における意見交換会等の実施 ○ - ○ ○ 4,800 ～ 5,400

5 各教育機関における交通関連カリキュラムの展開 ○ - ○ ○ 1,400 ～ 2,000

6 地域交通の乗り方講座の実施 ○ - ○ ○ 1,000 ～ 2,000

7 滋賀の地域交通未来アイデア会議の実施 ○ - ○ ○ 15,600

8 地域間幹線の運行維持（バス・鉄道） ○ - ○ - 990,000

9 コミュニティバス等路線バスの運行維持 ○ - ○ - 167,000

10 デマンド交通の運行維持 ○ - ○ - 60,000

11 ボランティア輸送の運行維持 - ○ ○ ○ 22,500 ～ 30,000

12 コミュニティバス等路線バスの合理化 ○ - ○ - -

13 デマンド交通の運行効率化 ○ - ○ - -

14 多様な交通モード間での乗換調整 ○ - ○ - -

15 給与水準向上等、運転士の待遇改善等による運転士・担い手の確保 ○ ○ ○ ○ 114,000 ～ 168,000

16 一種免許等保有者等の活用 - ○ ○ ○ 23,000 ～ 34,000

17 HPやSNS等による運転士の魅力発信 - ○ ○ ○ 4,000 ～ 6,000

18 交通軸となる路線バスの充実、高度化 - ○ - ○ 180,000

19 鉄道の増便実証の検討 - ○ - ○ -

20 鉄道の増便要望 ○ - ○ ○ -

21 JR湖西線における強風対策の検討 ○ - ○ ○ 600

22 府県をまたぐ新たな広域移動の検討 ○ ○ - ○ 500

23 コミュニティバス等路線バスの充実、高度化 - ○ - ○ 540,000 ～ 2,160,000

24 デマンド交通の充実、高度化 - ○ - ○ 152,000 ～ 404,000

25 グリーンスローモビリティ、シェアモビリティ等の導入検討、実証運行 ○ ○ ○ ○ 69,000 ～ 103,000

26 ライドシェアの導入検討、実装化 ○ ○ ○ ○ 131,300 ～ 190,200

27 教育、福祉、観光、防災をはじめ他分野との連携検討、促進 ○ ○ ○ ○ -

28 サブスクリプション制度等新しい運賃制度の導入検討 - ○ - ○ 9,700 ～ 12,700

29 バス、タクシー等の運賃負担軽減制度の導入 ○ ○ ○ ○ 18,000 ～ 659,000

30 運転免許証自主返納者への支援（乗車券、割引券の配布） ○ ○ ○ ○ 38,000 ～ 56,000

31 シームレスに乗換可能な駅前広場、バス停留所の整備の検討 - ○ ○ ○ -

32 乗換拠点や停留所の環境改善、整備の検討 ○ ○ ○ ○ -

33 既存駅の活用および新駅の検討 ○ ○ ○ ○ -

34 鉄道駅でのスロープ、エレベーター、ホーム柵等の整備 ○ ○ ○ ○ 143,000 ～ 220,000

35 ユニバーサルデザイン車両の導入 ○ ○ ○ ○ 11,000 ～ 13,000

36 ノンステップバスの導入 ○ ○ ○ ○ 10,000 ～ 13,000

37 自動運転の実証運行、実装化 ○ ○ ○ ○ 65,000 ～ 127,000

38 新モビリティ（LRT/BRT等）の研究 ○ ○ - ○ 11,000 ～ 27,000

39 新たな運営体制の研究（運輸連合、路線バス上下分離方式等） - ○ ○ ○ 16,000 ～ 32,000

40 ワンストップの県内地域交通ポータルサイトの作成、MaaSの研究 - ○ ○ ○ 5,000 ～ 9,500

41 キャッシュレス化の推進 ○ ○ ○ ○ 1,300 ～ 6,500

42 バスロケーションシステム等の活用 - ○ ○ ○ 21,000 ～ 43,000

43 地域交通データプラットフォームの構築に向けた研究 - ○ ○ ○ -

2,867,400 ～ 5,801,100合計

概算拠出額

概算拠出額：県の令和 12 年度時点での単年度拠出額の概算。５年間の物価・労務費の上昇率を 1.3 倍※と見込む。 

国庫補助率が未確定なことや、県事業の補助率が未決定であることを踏まえ、幅をもって表記。 
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第6章 施策実施のための財源のあり方 

第５章に掲げる事業を実施するに当たり、計画期間の最終年度（令和 12 年度（2030 年度））

に県が拠出する概算額は、国庫補助率が未確定なことや、県事業の補助率が未決定であること

を踏まえ、28.7～58.0 億円と幅をもって見込んでいます。事業を円滑に実施するために、そ

れぞれの事業ごとに、補助率等の制度設計について、今後市町と調整を行い適切な姿を見出し

ていきます。

目指す暮らしと地域交通の姿の実現に向け、第５章に掲げる事業を着実に進めるべく、その

実施に必要な費用を賄うために次のような様々な取組を市町や交通事業者とともに進めます。 

1. 事業者の収入増に向けた利用促進や利便性向上の取組
地域交通を積極的に利用する機運の醸成や事業者の運賃の見直し等により、地域交通の運行

管理を担う事業者の収入増に向けた取組を進めます。また、デジタル技術等を活用した効率化

等による運営コストの縮減・増加抑制に向けた取組も進めます。これらの取組等により、県と

市町で分担しているバス等の運行対策に係る補助金等の公費投入額の圧縮につなげることを

目指します。 

2. 国費の獲得や国への提案・要望
国においては、「地域公共交通再構築事業」を社会資本整備総合交付金の基幹事業として位

置づけることや、「交通空白」等の解消に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開など様々

な取組が進められています。引き続き、国、県および市町の連携を深化させ、県、市町から将

来の地域交通のあり方に関して積極的に国に対し提案・要望していきます。これらの取組等

により、地域交通の維持・充実に向けた取組に充当できる国費のさらなる獲得に努めます。

3. 不断の事業見直し
路線バス・デマンド交通の充実・高度化など、地域交通の維持・充実に積極的に取り組む市

町と歩調を合わせ、その実情に応じた新たな施策を推進するに当たり、県のみでできる財源

の捻出にも取り組みます。具体的には、毎年度の予算編成における各種事業の不断の見直し

や有利な地方財政措置の積極的な活用等を進めます。 

4. 優先順位をつけた事業実施

例えば、老朽化した社会インフラの維持管理・更新の確実な実施や、教育、医療、福祉など

多様な行政ニーズに応えていく必要が生じています。そのような状況下で、数十億円単位の費

用を１～３の取組のみで賄うことが困難となることも想定されます。その場合は各市町と調

整した上で、１～３の取組により確保できた予算の範囲内で、優先順位をつけて事業を実施す

ることや事業費を圧縮すること等により施策を進めていきます。

5. 新たな財源の検討
まずは１～４の取組を進めますが、事業を安定的に実施するため、これらの取組に加えて

新たな財源を検討します。地域交通の維持・充実による受益は、地域交通の利用者のみにと

どまらないことから、地域交通の維持・充実をみんなで支えるための方法であり、かつ、安

定的にその財源を賄える手段である「新たな税」について、社会情勢の変化を踏まえつつ引

き続き丁寧に議論を積み重ねて検討し、結論を得ます。

なお、「新たな税」については、滋賀県税制審議会に諮問しご議論いただいているところ

です。「ふさわしい制度のあり方」について令和８年３月４日にいただいた中間答申および

その内容に基づいて県で行った機械的試算の内容について、参考資料として掲載していま

す。 
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図 6.1 施策実施に係る所要額（県拠出額）と財源のイメージ 

 

表 6.1 財源確保のスケジュール  

 令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和 10 年度 

（2028 年度） 

令和 11 年度 

（2029 年度） 

令和 12 年度 

（2030 年度） 

事業者の収入増に 

向けた利用促進や 

利便性向上の取組 

     

国費の獲得や国への 

提案・要望 

     

不断の事業見直し 

     

優先順位をつけた 

事業実施 

     

新たな財源の検討 

     

 

財源 所要額 

 ⑤新たな財源の検討 

③不断の事業見直し 

②国費の獲得等 

①事業者の収入増等 

新たな施策分 
＋ 

物価高騰分 

既存事業分 

④優先順位をつけた 
  事業実施 

事業者において取り組むとともに、県や市町が支援 

県や市町において随時実施 

毎年度の予算編成過程で実施 

毎年度の予算編成過程で実施 

上記財源で事業に取り組みながら、新たな税について検討し、結論を得る 
（県民、市町、県議会、税制審議会等） 
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第7章 計画の進行管理 

滋賀県が目指す暮らしを実現するうえで、本計画に定める施策、事業を適切に進める必要が

あります。そのためには、適切な進行管理を行い、時勢に対応する計画の見直しが必要不可欠

です。 
 そこで、計画推進のための基本的な考え方や、進捗状況を正確に把握・管理するために必要

な評価指標などを本章に定めます。 
 

7.1 各主体とその関わり方 

本計画の適切な進行管理を行うには、本県のみならず、市町や国、地域交通の運行に携わる

事業者、地域交通を利用する人、地域交通の便益を受ける全ての県民や企業など、滋賀県の地

域交通に関わる様々な主体に関与していただき、みんなで議論し、考えていくことが必要不可

欠です。 
それぞれの立場における、進行管理への関わりのあり方を以下に示します。 
 

 
 

               
 

    

 

図 7.1 各主体の進行管理への関わり方  

住民・企業等 
・地域交通の積極的な利用 
・施策に対する理解・協力 
・評価への参加 

交通事業者 
・施策に対する理解・協力 
・地域交通の運行 
・評価への参加 

行政 
（国・県・市町） 

・施策の計画・推進 
・施策に必要な予算の確保 
・施策の実施・支援 
・施策の評価 
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7.2 評価指標（KPI）の設定 

計画の実施方針に対する進捗状況を把握・管理するための計画最終年度となる令和 12 年度

における具体的な指標および目標を以下のとおり設定します。 
  

【実施方針１】 

日々の暮らしの中で、運行情報等を簡単

に入手でき、また多くの利用体験の機会

を作ることで、みんなで地域交通を積極

的に利用する機運を醸成します 

【実施方針２】 

日常生活を送るために必要な移動、「行か

なくてはならない移動」を支えるため、鉄

道、バス、タクシー等を将来にわたり維持

します。そのためにも、地域の実情にあっ

た適切な交通体系に向け、再編・合理化の

取組を併せて進めます 

【実施方針３】 

「より良い暮らし」の実現、地域全体の価

値の向上に向け、鉄道、バス、タクシーを

はじめ、地域のあらゆる移動手段を便利

に、快適に、かつ安全に使えるよう取組を

進めます 

【施策の根底にある理念】 

移動手段の充実による『より良い暮らし』の実現 

地域交通の積極的利用の状況を評価する指標 
● 地域交通の利用者数 
・事業実施により、路線バス、デマンド交通の利用者
の 1.17 倍の増加※を目指す 
Ｒ7 利用者数⇒Ｒ7 利用者数の 1.17 倍以上 
※R4 住民アンケートによるバス選択確率に基づく路線バス・
デマンド増便での利用者増の期待値 

地域交通の維持の状況を評価する指標 
● 交通軸となるバス路線の収支率 
・物価上昇の中、現状の収支率以上に改善 
幹線５路線 R７収支率⇒R７収支率以上に改善 
（近江大橋線、土山本線、日八線、近江長岡線、朽木線） 
● 地域交通への公的資金投入額 
・物価や労務費の変動を考慮した補助額以下にとどめる 
県補助(幹線・コミバス維持)2.7 億円 ⇒3.5 億円以下※1 
※1 ５年間の物価・労務費の上昇率を 1.3 倍※2 と見込む 

※2  R３～７年度の物価・労務費上昇率（県土木交通部資料）による 

地域交通の充実の状況を評価する指標 
● 地域交通の満足度 
 ・地域交通への不満足度のおおむね半数への改善 
 県政世論調査不満足度 67.7％ ⇒ 50％ 
● 運転士数（第二種免許保有者数） 
 ・不足する運転士数の解消 
 路線バス運転士不足者数 52 人※⇒0 人 

※R7.10 時点 県内バス事業者 9 社からの聞き取り 

● 交通軸となるバス路線において１時間２本以上 
（昼間時間帯）運行する路線数 

  R7：5 路線 ⇒ 7～8 路線 
● 「広域交通協議会」が制度化され、実際に運用を開

始した地域数 
 R7：０地域 ⇒ ６地域 

● コミュニティバス・デマンド交通の充実・高度化に
取り組んだ市町数 

新スキームに基づき取り組む市町数⇒全市町・圏域 
● 自動運転運行地域数 

R7：１地域 ⇒ ２地域 

【評価指標】 
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※ 地価は、地域交通以外の様々な要因でも上下するものであることから「参考」指標とします

【未来に向けた新たなまちづくり】 

交通と一体となった新たなまちづくりに

挑戦します 

まちの活性化の状況を評価する指標（参考指標） 
● 代表的な交通結節点の基準地価

・まちの活性化による、基準地価の上昇
7 基準地価   R７価格 ⇒ R７以上に上昇

（大津駅、草津駅、貴生川駅、八日市駅、彦根駅、
米原駅、安曇川駅直近基準地番） 

【実施方針４】 

技術の進展や社会的に対応が求められて

いることを踏まえた新たな手段の導入、

DX・GX の取組を進めます 

地域交通の新たな取組状況を評価する指標 
● キャッシュレス化対応できていない事業主体数

・すべての事業主体でのキャッシュレス化を目指す
キャッシュレス化未対応事業主体数 2 主体⇒0 主体
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7.3 公論熟議による計画の評価、見直し 

本計画に基づいて施策・事業を継続的に展開するに当たっては、施策の実施効果や変化する

社会情勢との適合性、財源確保の状況等を定期的なモニタリングを通じて、前項に定めた評価

指標などに基づき検証・評価します。さらに、その結果について、未来アイデア会議を通じた

県民との対話や、「（仮称）滋賀の地域交通サミット」等の枠組みによる市町や交通事業者と

の議論により公論熟議を重ね、毎年度の予算への反映や、適宜計画を見直し・更新することで

施策の最適化を進め、目指す暮らしの実現に向けて施策の効果を最大化していきます。

図 7.2 目指す暮らしの実現までのイメージ 

図 7.3 未来アイデア会議の様子（Ｒ６） 

図 7.4 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの様子（R７） 図 7.5 お出かけトークの様子（R７）

実施
主体 

モニタリングと
公論熟議の取組

による定期的見直し 
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